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【提出日】平成30年4月27日(2018.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アミノ酸配列ＲＫＤＬＧＷＫＷＩＨＥＰＫＧＹＨ（配列番号１）からなるペプチドまた
はポリペプチドに結合可能であり、配列番号１のアミノ酸配列の一端または両端に１～２
０アミノ酸を有してもよい、単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６
。
【請求項２】
　ヘパリン・リアーゼＩ、ＩＩおよびＩＩＩで消化し、そして次いで、生じた二糖断片を
ＨＰＬＣ分析に供した後、ヘパラン硫酸ＨＳ１６が：
【表１】

を含む二糖組成を有し、
　ヘパリン・リアーゼＩ、ＩＩおよびＩＩＩで消化し、そして次いで、生じた二糖断片を
ＨＰＬＣ分析に供した後、ヘパラン硫酸ＨＳ１６が：

【表２】

を含む二糖組成を有してもよい、請求項１に記載の単離されたまたは実質的に精製された
ヘパラン硫酸ＨＳ１６。
【請求項３】
　（ｉ）支持体に接着したポリペプチド分子を有する固体支持体を提供し、ここで、当該
ポリペプチドはアミノ酸配列ＲＫＤＬＧＷＫＷＩＨＥＰＫＧＹＨ（配列番号１）を有する
ヘパリン結合ドメインを含み、当該ポリペプチドはＲＫＤＬＧＷＫＷＩＨＥＰＫＧＹＨ（
配列番号１）から選択されるアミノ酸配列を有するかまたは該配列からなってもよい；
　（ｉｉ）ポリペプチド－グリコサミノグリカン複合体が形成可能であるように、固体支
持体を、グリコサミノグリカン、好ましくはヘパラン硫酸調製物を含む混合物と接触させ
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、ここでグリコサミノグリカンを含む混合物は、ブタ粘膜より得られるヘパラン硫酸調製
物（ＨＳＰＭ）であってもよい；
　（ｉｉｉ）混合物の残りからポリペプチド－グリコサミノグリカン複合体を分配し；
　（ｉｖ）ポリペプチド－グリコサミノグリカン複合体から、グリコサミノグリカン、好
ましくはヘパラン硫酸種を解離させ；
　（ｖ）解離したグリコサミノグリカン、好ましくは１またはそれより多いヘパラン硫酸
種を収集する
工程を含む方法によって得られる、請求項１または２に記載の単離されたまたは実質的に
精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸
ＨＳ１６を含み、増殖因子、好ましくはＴＧＦβ１をさらに含んでもよい、組成物。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸
ＨＳ１６を含む化粧用組成物、医薬組成物または薬剤であって、該医薬組成物または薬剤
はＴＧＦβ１タンパク質および／または間葉系幹細胞をさらに含んでもよい、前記化粧用
組成物、医薬組成物または薬剤。
【請求項６】
　医学的治療法において使用するための薬剤の製造における、請求項１～３のいずれか一
項記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６、あるいは請求項５
の医薬組成物または薬剤の使用。
【請求項７】
　医学的治療法がin vivoの創傷治癒法を含むか、または医学的治療法が組織、好ましく
は結合組織の修復および／または再生を含み、ここで該方法は、療法的有効量の単離され
たまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６を患者に投与し、組織、好ましくは結
合組織の修復および／または再生を導く工程を含んでもよい、請求項６記載の使用。
【請求項８】
　該方法が、患者にＴＧＦβ１タンパク質を投与する工程をさらに含む、請求項６または
７に記載の使用。
【請求項９】
　患者において、疾患、状態または組織に対する傷害を治療する方法における使用のため
の薬剤の製造における、単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６の使
用であって、該方法は
バイオマテリアルおよび請求項１～３のいずれか一項に記載の単離されたまたは実質的に
精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６を含む生体適合移植物または装具を、疾患、状態または
傷害の部位のまたはそれを取り巻く患者の組織内に、外科的に移植して、組織の修復およ
び／または再生を導く工程を含む、前記使用。
【請求項１０】
　バイオマテリアルおよび請求項１～３のいずれか一項に記載の単離されたまたは実質的
に精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６を含む、生体適合移植物または装具。
【請求項１１】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫
酸ＨＳ１６で、バイオマテリアルをコーティングするか、または含浸する工程を含む、生
体適合移植物または装具を形成する方法。
【請求項１２】
　in vitroで、請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製された
ヘパラン硫酸ＨＳ１６と接触させて、幹細胞を培養する工程を含む、in vitroで幹細胞を
培養する方法。
【請求項１３】
　請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸
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ＨＳ１６を含み、ＴＧＦβ１をさらに含んでもよい、培地。
【請求項１４】
　あらかじめ決定した量の請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に
精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６およびあらかじめ決定した量のＴＧＦβ１を含む、キッ
トオブパーツ。
【請求項１５】
　医学的治療法において、同時に、別個にまたは連続して使用するための、療法的有効量
の：
　（ｉ）請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘパラ
ン硫酸ＨＳ１６；および
　（ｉｉ）ＴＧＦβ１タンパク質；
　（ｉｉｉ）間葉系幹細胞、または線維芽細胞系譜の細胞
の一方または両方を含有する、産物。
【請求項１６】
　増殖因子、好ましくはＴＧＦβ１の安定性を増加させる方法であって、増殖因子、好ま
しくはＴＧＦβ１を、請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製
されたヘパラン硫酸ＨＳ１６と接触させる工程を含む、前記方法。
【請求項１７】
　被験体に、請求項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘ
パラン硫酸ＨＳ１６を投与する工程を含む、美容法。
【請求項１８】
　血液由来産物およびあらかじめ決定した量の請求項１～３のいずれか一項記載の単離さ
れたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１６を含む調製物であって、血小板調製
物であってもよい、前記調製物。
【請求項１９】
　生物学的材料を保存する方法であって、生物学的材料を、あらかじめ決定した量の請求
項１～３のいずれか一項記載の単離されたまたは実質的に精製されたヘパラン硫酸ＨＳ１
６と接触させる工程を含む、前記方法。
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